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③
分
権
時
代
に
お
け
る

　

基
礎
自
治
体
の
あ
り
方

ま
ち
づ
く
り
に
は
、
ふ
る
さ
と
を

愛
す
る
市
民
と
行
政
と
が
、
地
域
社

会
の
目
指
す
べ
き
方
向
や
果
た
す
べ

き
役
割
に
つ
い
て
共
通
の
認
識
を
持

ち
、
そ
れ
ぞ
れ
が
持
つ
力
を
十
分
活

か
し
な
が
ら
、
適
切
な
役
割
分
担
の

も
と
、
協
働
で
取
り
組
む
こ
と
が
必

要
で
あ
り
ま
す
。

協
働
の
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す
る

た
め
、
そ
の
規
範
と
す
る
『
登
別
市

ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
』
（
４
㌻
※

７
参
照
）
の
策
定
に
つ
い
て
、
先
般
、

登
別
市
ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
検
討

委
員
会
よ
り
素
案
な
ど
の
提
言
を
い

た
だ
き
ま
し
た
の
で
、
こ
の
提
言
を

も
と
に
本
年
度
内
に
条
例
案
を
ま
と

め
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
市
民
と
行
政
の
協
働
の
ま

ち
づ
く
り
を
進
め
る
た
め
に
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
役
割
分
担
を
明
確
に
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
り
ま
す
の
で
、
今

後
、
市
民
参
画
の
も
と
に
『
市
民
と

行
政
の
役
割
分
担
指
針
』
を
定
め
具

体
的
な
分
担
作
業
に
取
り
組
ん
で
ま

い
り
ま
す
。

問
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

◎
市
町
村
合
併
に
つ
い
て

市
町
村
は
、
住
民
に
最
も
身
近

な
総
合
行
政
の
サ
ー
ビ
ス
主
体
で

あ
り
ま
す
の
で
、
そ
の
役
割
を
果

た
す
た
め
に
必
要
な
自
治
能
力
が

問
わ
れ
、
こ
れ
を
支
え
る
優
れ
た

人
材
の
確
保
が
重
要
と
な
り
ま
す
。

基
礎
自
治
体
の
規
模
が
大
き
く

な
れ
ば
、
専
門
的
な
人
材
な
ど
マ

ン
パ
ワ
ー
の
層
が
厚
み
を
増
し
、

自
治
能
力
の
向
上
へ
と
つ
な
が
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

市
と
し
て
は
、
室
蘭
市
・
白
老

町
と
合
併
し
た
場
合
の
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
変
化
な
ど
に
つ
い
て
シ
ミ

ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
作
業
を
進
め
て
お

り
ま
す
が
、
市
民
の
皆
さ
ん
に
可

能
な
限
り
の
情
報
を
提
供
し
、
将

来
の
市
の
あ
り
方
に
つ
い
て
今
後

と
も
幅
広
く
検
討
を
進
め
て
ま
い

り
ま
す
。

◎
道
州
制
に
つ
い
て

北
海
道
は
、
道
州
制
の
先
行
実

施
に
向
け
て
特
区
と
し
て
の
『
道

州
制
プ
ロ
グ
ラ
ム
』
、
『
平
成　
１６

年
度
道
州
制
推
進
プ
ラ
ン
』
、

『
道
州
制
北
海
道
モ
デ
ル
事
業
計

画
』
を
そ
れ
ぞ
れ
策
定
し
ま
し
た
。

私
は
、
住
民
の
最
も
身
近
な
基

礎
自
治
体
と
し
て
の
市
町
村
は
、

北
海
道
が
担
っ
て
い
る
業
務
に
つ

地
方
分
権
の
進
展
に
伴
い
、
市
町

村
合
併
（
５
㌻
※
８
参
照
）
や
道
州

制
（
５
㌻
※
９
参
照
）
を
め
ぐ
る
議

論
が
活
発
に
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、

そ
の
中
で
基
礎
自
治
体
の
あ
り
方
が

【※６】

国の関与を縮小し、地方の権限と責任を大幅に拡大す
ることを目指し、国庫補助負担金（※）の廃止、地方交
付税（※）の見直し、税源移譲を含む税源配分のあり方
を三位一体で検討し、改革すること。
※国庫補助負担金
国庫負担金と国庫補助金があり、国庫負担金は、法令

にもとづいて国に支出を義務付けているもの。国庫補助
金は、地方公共団体に対して、特定の事業を奨励する際
に支出されるもの
※地方交付税
所得税や法人税、酒税など、国税の一定割合を、地方

公共団体が等しく妥当な水準で自主的にその事務を行う
ことができるよう国が交付するもの

【※４】

『住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で
最大の効果を挙げるようにしなければならない』という
地方自冶運営の基本原則やこれまでの行政改革の取り組
み、本市を取り巻く状況を踏まえながら、地域の特性を
生かしたまちづくりを進めるための行政システムの構築
を進めています。

【※７】

市民と行政が協働し
て登別市のまちづくり
を進めるため、その規
範となる理念や行政へ
の市民参画の権利など
市民と行政の仕組みを
定めるものです。

『登別市まちづくり基本条例検討委員会』は、昨年６
月に公募の市民と、市職員のほか、オブザーバー参加の
市内専門学校の学生を加えた４２人で発足。約１年間にわ

たり、１９回の全体会議や４２回のワーキングを開くなど、協
働のまちづくりについて、議論を重ねてきました。
提出された提言書の条例素案には、市民・行政・議会の
役割を明確にし、市民がまちづくりに参画できる権利や市
民と行政の協働のあり方などを検討する機関の設置の規定
が盛り込まれています。
市は、議会との調整や市民の意見を求めるなどの作業を
進め、年度内に条例案をまとめることにしています。

【※５】

市税（※）収納率は、平成１３年度８６．２㌫、平成１４年度
８６．７㌫、平成１５年度８６．９㌫でした。
これまでも、庁内に収納対策推進本部を設置し、収納
率の向上に努めてきましたが、より一層の工夫や努力が
求められるとともに、税負担の公平という観点から、さ
らなる収納率の向上に向けた取り組みを行います。
※個人市民税、法人市民税、固定資産税、都市計画税、
軽自動車税、特別土地保有税、市たばこ税、入湯税
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